
事例１
(小売業）

１ 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考え

られる事業場に対し、立入調査を実施した。

２ 36協定で定めた上限時間（月45時間）を超える時間外労働が確認され、また労

働基準法第36条第６項に定められた時間外・休日労働の上限時間（月100時間未

満）を超える月106時間の違法な時間外・休日労働が認められたことから、指導を

実施した。

３ １か月80時間を超える時間外・休日労働を⾏っている労働者に対して、医師によ

る⾯接指導制度が導入されていなかったため、指導を実施した。

１ 36協定で定めた上限時間（月45時間）を超え、また労働基準法第36条第６項に定められた時間
外・休日労働の上限時間（月100時間未満）を超える違法な時間外・休日労働（月106時間）が認
められた。

２ １か月80時間を超える時間外・休日労働を⾏っている労働者に対して、医師による⾯接指導を実
施する制度が導⼊されていなかった。(参考資料1参照)

また、一部の労働者について、労働時間を適正に把握していなかった。(参考資料2参照)

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

監 督 指 導 事 例

①36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を⾏わせたことについて是正勧告
（労働基準法第32条違反）

②労働基準法第36条第６項に定められた上限時間を超えて時間外・休日労働を⾏わせたことについて
是正勧告（労働基準法第36条違反）

③時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的な方策を検討・実施するよう指導

労働基準監督署の対応

時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えた労働者に対する労働時間の通知方法などを、衛
生委員会において審議し、当該労働者に⾯接指導等を適切に実施するよう指導

労働基準監督署の対応

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効に

なり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間とされており、臨時的な特別の事情がなければこれ

を超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
・時間外労働･･･年720時間以内
・時間外労働＋休日労働･･･月100時間未満、２～６か月平均80時間以内

とする必要があります。

法定労働時間
１日８時間
１週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間
複数月平均80時間※

月100時間未満※ ※休日労働を含む
法律による上限
（限度時間の原則）

月45時間
年360時間

＊１年単位の変形
労働時間制の場合
月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務は、令和６年３月31日まで上限規
制の適用が猶予されます。

・建設事業 ・自動車運転の業務

・医師

・鹿児島・沖縄における砂糖製造業（複数月平均80時間

以内、月100時間未満のみが猶予の対象となります。）

♦新技術・新商品などの研究開発業務については、上

限規制の適用が除外されています。

時間外労働の上限規制（労働基準法第36条第６項第２、３号）

別添２



事例２
(製造業)

１ 脳・心臓疾患の労災請求があった事業場に対し、長時間労働の疑いもあっ

たため、立入調査を実施した。

２ 脳・心臓疾患を発症した労働者は、人員不足対応で深夜シフトなどの不規

則勤務に従事していたが、発症直前6か月間に36協定で定めた上限時間（月

42時間）を超える時間外労働は認められたものの、労働基準法第36条第６

項に定められた時間外・休日労働の上限時間（月100時間未満、複数月平均

80時間以内）を超える時間外・休日労働は認められなかった。

３ 脳・心臓疾患を発症した労働者以外の労働者について、起算日から６か月

の間に３６協定で定めた上限時間(月42時間)を超える時間外労働が２回認

められたため、特別条項の適用回数が年６回を超えない管理をするよう指導。

１ 脳・心臓疾患を発症した労働者について、36協定で定めた上限時間（月42時間）を超えていたも
のの、労働基準法第36条第６項に定められた時間外・休日労働の上限時間（月100時間未満、複数
月平均80時間以内）を超える違法な時間外・休日労働は認められなかった。

２ 一部の労働者について、起算日から6か月の間に月の上限時間を超える時間外労働が2回認められ
た。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

監 督 指 導 事 例

36協定(特別条項)で定めた上限時間を超えていないものの、時間外・休日労働を月45時間以内
に削減するよう指導

労働基準監督署の対応

労働時間の削減に努め、36協定の特別条項の適用回数が、年6回を超えない管理をするよう指導

労働基準監督署の対応

過重労働による健康障害防止

長時間労働を⾏う労働者については、下記のとおり⾯接指導等を実施すること
とされています。

次の要件に該当する労働者
① 時間外・休日労働時間が月80時間を超えていること
② 疲労の蓄積が認められること
③ 本人が申し出ていること

⾯接指導の
実施義務

事業場で定めた基準（※）に該当する労働者

（※）① 時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者について、本人の申出が
ない場合であっても⾯接指導を実施するように基準の策定に努める。

② 時間外・休日労働時間が月45時間超の労働者について、健康への配慮
が必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象と
なるよう基準の策定に努める。

⾯接指導その他こ
れに準ずる措置を
実施する努力義務

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見
逃さないため、医師による⾯接指導が確実に実施されるよう、客観的な方法等により、
労働時間の状況を把握しなければなりません。



事例３
(派遣業)

１ 各種情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えてい

ると考えられる事業場に対し、立入調査を実施した。

２ 36協定を確認したところ、締結当事者である労働者代表を事務担当者の

中から会社側が指名して選出しており、民主的な手続により選出されていな

かったため、指導を実施した。

３ 年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、１年以内に５日間以

上の年次有給休暇を時季を指定して取得させていなかったため、指導を実施

した。

１ 36協定を確認したところ、締結当事者である労働者代表を一部労働者の中から会社側が
指名して選出しており、民主的な手続により選出されていなかった。(参考資料3参照)

２ 年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、１年以内に５日間以上の年次有給休
暇を時季を指定して取得させていなかった。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の対応

監 督 指 導 事 例

①36協定の締結当事者の要件を満たさず、36協定が無効であるにもかかわらず
時間外労働を⾏わせたことについて是正勧告（労働基準法第32条違反）

②自己申告制による労働時間管理を実施していたため、労働時間適正把握ガイド
ラインに基づく適正な把握を指導

労働基準監督署の対応

年５日以上の年次有給休暇を取得させていないことについて是正勧告（労働基
準法第39条第７項違反）

労働基準監督署の対応

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正

に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効に

なり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

年５日の年次有給休暇の確実な取得

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督者を含む）に

対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが
義務付けられています。

年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に
５日について、いずれかの方法で取得させる必要あり

●時季指定の対象となる労働者の範囲
●時季指定の方法

使用者による時季指定を実施する場合は
就業規則に記載する必要あり

対象者 年次有給休暇が10日以上付与される労働者
※対象者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

休暇を取得
させる手段

●使用者による時季指定
●労働者自らの請求・取得
●計画年休
※労働者の意見や希望を聴取する必要があります。

管理簿の作成
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存する必要あり
※管理簿では時季、日数及び基準日を明確にしておく必要があります。

就業規則への
規定


